
令和６年第３回別府市議会定例会

議案（条例・その他）の概要

議第７９号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について

議第８０号 別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について

議第８１号 別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て

議第８２号 別府市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

議第８３号 別府市多世代交流健康増進複合施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正について

議第８４号 別府市国民健康保険条例の一部改正について

議第８５号 別府市水道事業給水条例及び別府市下水道条例の一部改正について

議第８６号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の

方法について

議第８７号 令和６・７・８年度別府国際コンベンションセンター吊り天井改修

工事負担金に関する協定の締結について

議第８８号 大分県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

議第８９号 令和５年度別府市一般会計歳入歳出決算の認定について

議第９０号 令和５年度別府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議第９１号 令和５年度別府市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議第９２号 令和５年度別府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

議第９３号 令和５年度別府市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議第９４号 令和５年度別府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

議第９５号 令和５年度別府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議第９６号 令和５年度別府市水道事業会計決算の認定について

議第９７号 令和５年度別府市公共下水道事業会計決算の認定について
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議第７９号

別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について

１ 趣旨

別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（平成２４年別府市条例第

２７号）による医療費の助成において医療保険各法の規定による被保険者資格

の確認を個人番号を利用して行うこと、生活に困窮する外国人に対する生活保

護法に準じた保護の措置に関する事務が行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）に規定する

準法定事務となったこと等に伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容

(1) 個人番号を利用することができる事務に「別府市ひとり親家庭の医療費の

助成に関する条例（平成２４年別府市条例第２７号）による医療費の助成に

関する事務であって規則で定めるもの」を加えます。（別表第１関係）

(2) 個人番号を利用することができる事務から「生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の決定及び実施、就

労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの」を

削ります。（別表第１関係）

(3) 別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に

関する事務に関し、利用する庁内で保有する特定個人情報を定める等します。

（別表第２関係）

３ 施行期日 令和６年１２月２日

４ 担当課 こども部子育て支援課、市民福祉部障害福祉課、市民福祉部ひと・

くらし支援課

議第８０号

別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について

１ 趣旨

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号）の一部が改正され、保育士及び保育従事者の配置基準が改められたこ

とに伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容



2

前項の省令のとおりに保育士及び保育従事者の配置基準数を見直します。

（第２９条関係、第３１条関係、第４４条関係及び第４７条関係）

３ 施行期日 公布の日

４ 担当課 こども部子育て支援課

議第８１号

別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正について

１ 趣旨

児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）の一部が改正されたこ

とに伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容

児童扶養手当法施行令の一部改正により、条例が引用する条項が改められた

ことに伴い、所要の整備をします。

３ 施行期日 令和６年１１月１日

４ 担当課 こども部子育て支援課

議第８２号

別府市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 趣旨

児童館を使用できる児童の年齢を引き上げることに伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容

児童館を使用できる者のうち、「中学校終了までの児童」を「１８歳未満の全

ての子ども」に改めます。（第５条第１号関係）

３ 施行期日 公布の日

４ 担当課 こども部子育て支援課

議第８３号

別府市多世代交流健康増進複合施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について

１ 趣旨

住居表示の実施により別府市多世代交流健康増進複合施設の位置の表記を改

めること及び同施設を構成する南部地域交流センター・南部児童館の児童館機

能を使用できる児童の年齢を引き上げることに伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容
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(1) 施設の位置を「別府市南町３５６６番１」から「別府市南町７番２２号」

に改めます。（第２条関係）

(2) 南部地域交流センター・南部児童館の児童館機能を使用できる者のうち、

「市内に居住するおおむね中学校終了までの児童」を「市内に居住する１８

歳未満の全ての子ども」に改めます。（第５条第２号関係）

(3) 別府市保育所の設置及び管理に関する条例に定める中央保育所の位置及

び別府市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例に定める南部子

育て支援センターの位置について、第１号と同様に改めます。（附則第２項及

び第３項関係）

３ 施行期日 公布の日

４ 担当課 こども部子育て支援課

議第８４号

別府市国民健康保険条例の一部改正について

１ 趣旨

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の一部改正により被保険者証

が廃止されること等に伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容

(1) 被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削ります。

(2) 別府市国民健康保険条例第１０条及び第１１条の規定による過料の額を

２万円以下から１０万円以下に改めます。

３ 施行期日 令和６年１２月２日

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課

議第８５号

別府市水道事業給水条例及び別府市下水道条例の一部改正について

１ 趣旨

将来にわたって持続可能な上下水道事業の財政基盤を構築するため、水道料

金及び下水道使用料を改定することに伴い、条例を改正します。

２ 議案の内容

(1) 水道料金を次のとおり改定します。（別府市水道事業給水条例第２４条関

係）

区分 現行 改正

普通給水 基本料金 ８立方メート １，０１６円 １，１６１円
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ルまで

超過料金 ８立方メート

ルを超え２０

立方メートル

まで１立方メ

ートルにつき

１５９円 １８２円

２０立方メー

トルを超え１

００立方メー

トルまで１立

方メートルに

つき

１９８円 ２２６円

１００立方メ

ートルを超え

る１立方メー

トルにつき

２４８円 ２８３円

市営温泉

給水

基本料金 １００立方メ

ートルまで

６，８２０円 ７，７９０円

超過料金 １００立方メ

ートルを超え

１１２立方メ

ートルまで１

立方メートル

につき

１５９円 １８２円

１１２立方メ

ートルを超え

１９２立方メ

ートルまで１

立方メートル

につき

１９８円 ２２６円

１９２立方メ

ートルを超え

る１立方メー

２４８円 ２８３円
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トルにつき

区営・地

区温泉給

水

基本料金 １００立方メ

ートルまで

３，４１０円 ３，８９５円

超過料金 １００立方メ

ートルを超え

る１立方メー

トルにつき

１５９円 １８２円

船舶給水
１立方メート

ルにつき

２４８円 ２８３円

臨時給水
１立方メート

ルにつき

２４８円 ２８３円

地熱発電給水
１立方メート

ルにつき

１７６円 ２０１円

公共給水
１立方メート

ルにつき

１２８円 １４６円

(2) 給水装置の新設又は改造の工事の施行に係る新規加入金を改定します。

（別府市水道事業給水条例第３２条第１項関係）

(3) 設計審査手数料等を改定します。（別府市水道事業給水条例第３３条関係）

(4) 下水道使用料を次のとおり改定します。（別府市下水道条例別表関係）

種別 区分 排水量 現行金額 改正金額

一般汚水 基本料金 １０立方メートル

まで

９３８円 １，１８１円

超過料金（１立

方メートルに

つき）

１０立方メートル

を超え３０立方メ

ートルまで

１２２円 １５４円

３０立方メートル

を超え５０立方メ

ートルまで

１３５円 １７０円

５０立方メートル

を超え５００立方

メートルまで

１６５円 ２０７円

５００立方メート

ルを超える部分

１８２円 ２２９円
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井戸汚水（戸建

て住宅用）

水道水と井戸

水を併用

１世帯５人まで ３７５円 ４７１円

１人増すごとに ８０円 １０１円

井戸水専用 １人につき ５７０円 ７１８円

１人増すごとに ３５８円 ４５１円

温泉汚水 １立方メートルに

つき

１４円 １８円

３ 施行期日 令和７年４月１日

４ 担当課 上下水道局営業課、上下水道局下水道課

議第８６号

住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法

について

１ 趣旨

住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を定

めることについて、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３

条第１項の規定により議会の議決を求めます。

２ 議案の内容

(1) 通称上野口町、上原町、山の手町、大畑、竹の内、鶴見、荘園、扇山、南

立石１区、南立石２区、南立石生目町、堀田及び南立石八幡町について、住

居表示を実施する市街地の区域として定めます。

(2) 住居表示の方法は、街区方式によるものとします。

３ 担当課 企画戦略部政策企画課

議第８７号

令和６・７・８年度別府国際コンベンションセンター吊り天井改修工事負

担金に関する協定の締結について

１ 趣旨

協定の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めます。

２ 議案の内容

(1) 協 定 の 目 的 令和６・７・８年度別府国際コンベンションセンター吊

り天井改修工事負担金

(2) 負 担 金 の 額 ２２１，１５０，０２４円

(3) 協定の相手方 大分県
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３ 担当課 観光・産業部観光課

議第８８号

大分県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

１ 趣旨

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の一部改正に

より被保険者証が廃止されることに伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２９１条の３第１項の規定に基づき、大分県後期高齢者医療広域連合規

約を協議して変更することについて、同法第２９１条の１１の規定により議会

の議決を求めます。

２ 議案の内容

別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改めます。

３ 施行期日 令和６年１２月２日

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課

議第８９号～議第９７号

令和５年度別府市一般会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度別府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

令和５年度別府市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度別府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

令和５年度別府市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

令和５年度別府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度別府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度別府市水道事業会計決算の認定について

令和５年度別府市公共下水道事業会計決算の認定について

１ 趣旨

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度別府市一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意

見を付けて議会の認定に付します。

(2) 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定によ

り、令和５年度別府市水道事業会計及び公共下水道事業会計の決算を監査委
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員の意見を付けて議会の認定に付します。


